
富士見市と東松島市との災害時相互支援に関する協定

富士見市 (以 下 「甲」 とい う。 )と 東松島市 (以 下 「乙」 とい う。 )と の間に

おいて、災害時における応急対策及び復 旧・復興 (以 下「応急対策等」とい う。)

に係 る相互の支援 を円滑に行 うため、次の とお り協定を締結す る。

(目 的 )

第 1条  この協定は、 甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生 した場合 にお

いて、甲又は乙独 自では十分な応急対策等 を実施す ることができない場合

に、相互に支援す ることによ り、被災地域の応急対策等 を円滑かつ迅速 に

行 うことを 目的 とす る。

(協力 )

第 2条  甲又 は乙は、本協定に基づ く支援要請 を相手側か ら受 けた場合 は、

その内容に従い、可能な限 り支援す るよ う努める。

(支援内容 )

第 3条  甲又は乙が行 う支援の内容は、次の とお りとす る。

(1)食糧及び飲料水等の供給

(2)応急物資 (生活必需品等)の供給

(3)応急対策等に要す る職員の派遣及び資機材の提供

(4)被災者の一時受入れ

(5)前各号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による支援 として相 当

であると認 めたもの

(輸送 )

第 4条 応急物資等の輸送は、原則 として支援 を行 う側が行 うもの とす る。

(経費の負担 )

第 5条  支援 に要 した経費は、原則 として支援 を要請 した側 が負担す るもの

とし、その額 については甲乙協議の上、定める。

(住 民等の援助 に対す る支援 )

第 6条  甲又は乙は、本協定の趣 旨に鑑み、個人又は団体か ら援助の申出が

あつた場合 は、積極的な支援が図 られ るよ う努 めるもの とす る。




